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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　関連付け指示手段（３０１）と、上記関連付け指示手段が操作されたことに応じて、（
ａ）ユーザ特定情報と、（ｂ）放送コンテンツまたは上記放送コンテンツに関連する関連
コンテンツを特定するコンテンツ識別子であって放送信号により送られてきたものと、を
含む関係付け要求であって、上記ユーザ特定情報により特定されるユーザアカウントに上
記コンテンツ識別子により特定されるコンテンツを関係付けるよう要求する関係付け要求
を、所定の送信宛先に送信する手段とを有するユーザ装置（６１０）とともに用いられる
情報提供装置において、
　放送信号に含まれる放送コンテンツまたは上記放送コンテンツに関連する関連コンテン
ツを、上記コンテンツ識別子により読み出し可能に記憶するコンテンツ記憶手段（２４０
）と、
　ユーザ装置から上記関連付け要求を受信する手段（２０１）と、
　上記関連付け要求に基づいて上記ユーザ特定情報により特定されるユーザアカウントに
上記コンテンツ識別子との間の関連を関連記憶手段（２３０）に登録する手段（２００、
Ｓ２００３）と、
　ユーザ装置から送信されてくるキーワード登録要求に基づいて該当するユーザアカウン
トに対してキーワードを登録する手段（２００、Ｓ４００２）と、
　上記ユーザアカウントに対して登録されているキーワードを用いて上記コンテンツ記憶
手段中の上記放送コンテンツおよび関連コンテンツを検索する手段（２００、Ｓ６００１
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）と、
　当該ユーザアカウントと、検索により特定されたコンテンツのコンテンツ識別子との間
の関連を上記関連記憶手段に登録する手段（２００、Ｓ６００３）と、
　ユーザ装置から送信されてくるコンテンツ送信要求に基づいて対応するユーザアカウン
トに関連付けられているコンテンツのコンテンツ識別子を、上記関連記憶手段の内容を参
照して判別し、当該コンテンツ識別子を用いて当該コンテンツを上記コンテンツ記憶手段
から取り出して、上記ユーザ装置に送信する手段（２００、Ｓ７００３）と、
　ユーザ装置から送られてくる公開コンテンツ登録要求を受信する手段と、
　上記コンテンツ登録要求に基づいて上記ユーザ装置に保持されている公開コンテンツを
登録する手段と、
　登録された公開コンテンツを、上記ユーザアカウントに対して登録されている上記キー
ワードを用いて検索する手段と、
　当該ユーザアカウントと、検索により特定された公開コンテンツのコンテンツ識別子の
間の関連を上記関連記憶手段に登録する手段とを有する情報提供装置。
【請求項２】
　関連付け指示手段と、上記関連付け指示手段が操作されたことに応じて、（ａ）ユーザ
特定情報と、（ｂ）放送コンテンツまたは上記放送コンテンツに関連する関連コンテンツ
を特定するコンテンツ識別子であって放送信号により送られてきたものと、を含む関係付
け要求であって、上記ユーザ特定情報により特定されるユーザアカウントに上記コンテン
ツ識別子により特定されるコンテンツを関係付けるよう要求する関係付け要求を、所定の
送信宛先に送信する手段とを有するユーザ装置を用いて情報を提供する情報提供方法にお
いて、
　放送信号に含まれる放送コンテンツまたは上記放送コンテンツに関連する関連コンテン
ツを、上記コンテンツ識別子により読み出し可能にコンテンツ記憶手段に記憶するステッ
プと、
　ユーザ装置から上記関係付け要求を受信するステップと、
　上記関連付け要求に基づいて上記ユーザ特定情報により特定されるユーザアカウントと
上記コンテンツ識別子との間の関係を関係記憶手段に登録するステップと、
　ユーザ装置から送信されてくるキーワード登録要求に基づいて該当するユーザアカウン
トに対してキーワードを登録するステップと、
　上記ユーザアカウントに対して登録されているキーワードを用いて上記コンテンツ記憶
手段中の上記放送コンテンツおよび関連コンテンツを検索するステップと、
　当該ユーザアカウントと、検索により特定されたコンテンツのコンテンツ識別子の間の
関係を上記関係記憶手段に登録するステップと、
　ユーザ装置から送信されてくるコンテンツ送信要求に基づいて対応するユーザアカウン
トに関連付けられているコンテンツのコンテンツ識別子を、上記関連記憶手段の内容を参
照して判別し、当該コンテンツ識別子を用いて上記コンテンツ記憶手段から取り出して、
上記ユーザ装置に送信するステップとを有し、
　さらに、ユーザ装置から送られてくる公開コンテンツ登録要求を受信するステップと、
　上記コンテンツ登録要求に基づいて上記ユーザ装置に保持されている公開コンテンツを
登録するステップと、
　登録された公開コンテンツを、上記ユーザアカウントに対して登録されている上記キー
ワードを用いて検索するステップと、
　当該ユーザアカウントと、検索により特定された公開コンテンツのコンテンツ識別子の
間の関連を上記関連記憶手段に登録するステップとを有することを特徴とする情報提供方
法。
【請求項３】
　関連付け指示手段と、上記関連付け指示手段が操作されたことに応じて、ユーザ特定情
報と放送チャンネル識別子とを含む関係付け要求であって、上記ユーザ特定情報により特
定されるユーザアカウントに上記放送チャンネル識別子および放送時刻情報により特定さ
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れるコンテンツを関係付けるよう要求する関係付け要求を、所定の送信宛先に送信する手
段とを有するユーザ装置とともに用いられる情報提供装置において、
　放送信号に含まれる放送コンテンツまたは上記放送コンテンツに関連する関連コンテン
ツをコンテンツ識別子により読み出し可能に記憶するコンテンツ記憶手段と、
　ユーザ装置から上記関係付け要求を受信する手段と、
　上記関連付け要求に基づいて上記ユーザ特定情報により特定されるユーザアカウントと
、上記放送チャネル識別子および放送時刻情報により特定される上記放送コンテンツまた
は上記放送コンテンツに関連する関連コンテンツのコンテンツ識別子との間の関連を関連
記憶手段に登録する手段と、
　ユーザ装置から送信されてくるキーワード登録要求に基づいて該当するユーザアカウン
トに対してキーワードを登録する手段と、
　上記ユーザアカウントに対して登録されているキーワードを用いて上記コンテンツ記憶
手段中の上記放送コンテンツおよび関連コンテンツを検索する手段と、
　当該ユーザアカウントと、検索により特定されたコンテンツのコンテンツ識別子との間
の関連を上記関連記憶手段に登録する手段と、
　ユーザ装置から送信されてくるコンテンツ送信要求に基づいて対応するユーザアカウン
トに関連付けられているコンテンツのコンテンツ識別子を、上記関連記憶手段の内容を参
照して判別し、当該コンテンツ識別子を用いて当該コンテンツを上記コンテンツ記憶手段
から取り出して、上記ユーザ装置に送信する手段と、
　ユーザ装置から送られてくる公開コンテンツ登録要求を受信する手段と、
　上記コンテンツ登録要求に基づいて上記ユーザ装置に保持されている公開コンテンツを
登録する手段と、
　登録された公開コンテンツを、上記ユーザアカウントに対して登録されている上記キー
ワードを用いて検索する手段と、
　当該ユーザアカウントと、検索により特定された公開コンテンツのコンテンツ識別子の
間の関連を上記関連記憶手段に登録する手段とを有することを特徴とする情報提供装置。
【請求項４】
　関連付け指示手段と、上記関連付け指示手段が操作されたことに応じて、ユーザ特定情
報と放送チャンネル識別子とを含む関係付け要求であって、上記ユーザ特定情報により特
定されるユーザアカウントに上記放送チャンネル識別子および放送時刻情報により特定さ
れるコンテンツを関係付けるよう要求する関係付け要求を、所定の送信宛先に送信する手
段とを有するユーザ装置を用いて情報を提供する情報提供方法において、
　放送信号に含まれる放送コンテンツまたは上記放送コンテンツに関連する関連コンテン
ツをコンテンツ識別子により読み出し可能にコンテンツ記憶手段に記憶するステップと、
　ユーザ装置から上記関係付け要求を受信するステップと、
　上記関連付け要求に基づいて上記ユーザ特定情報により特定されるユーザアカウントと
上記放送チャネル識別子および放送時刻情報により特定される上記放送コンテンツまたは
上記放送コンテンツに関連する関連コンテンツのコンテンツ識別子との間の関連を関連記
憶手段に登録するステップと、
　ユーザ装置から送信されてくるキーワード登録要求に基づいて該当するユーザアカウン
トに対してキーワードを登録するステップと、
　上記ユーザアカウントに対して登録されているキーワードを用いて上記コンテンツ記憶
手段中の上記放送コンテンツおよび関連コンテンツを検索するステップと、
　当該ユーザアカウントと、検索により特定されたコンテンツのコンテンツ識別子との間
の関連を上記関連記憶手段に登録するステップと、
　ユーザ装置から送信されてくるコンテンツ送信要求に基づいて対応するユーザアカウン
トに関連付けられているコンテンツの識別子を、上記関連記憶手段の内容を参照して判別
し、当該コンテンツ識別子を用いて上記コンテンツ記憶手段から取り出して、上記ユーザ
装置に送信するステップとを有し、
　さらに、ユーザ装置から送られてくる公開コンテンツ登録要求を受信するステップと、
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　上記コンテンツ登録要求に基づいて上記ユーザ装置に保持されている公開コンテンツを
登録するステップと、
　登録された公開コンテンツを、上記ユーザアカウントに対して登録されている上記キー
ワードを用いて検索するステップと、
　当該ユーザアカウントと、検索により特定された公開コンテンツのコンテンツ識別子の
間の関連を上記関連記憶手段に登録するステップとを有することを特徴とする情報提供方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、放送サービスのコンテンツまたはこれに関連するコンテンツ、その他の情
報をネットワークを介して提供する情報提供技術に関し、とくに、事前に登録したキーワ
ードを用いてもれなく所望の放送コンテンツまたは関連するコンテンツ等を取得できるよ
うにするものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、インターネット上のウェブサーバにクライアント装置を用いてアクセスし種々の
ホームページを閲覧することができる。クライアント装置は固定して配置された情報端末
に限られない。移動体通信の移動局例えば携帯電話機やカーナビゲーションシステムを用
いて、インターネット接続を行い、ホームページにアクセスすることも可能となっている
。
【０００３】
　ところで、地上波アナログ放送、ＢＳデジタル放送等の放送サービスを利用してコンテ
ンツを配信できるようになってきている。その上、これらのコンテンツを作成する際に採
用可能な共通化されたデータ構造（たとえばＸＭＬ：拡張可能マークアップ言語）から、
携帯電話機やカーナビゲーションシステム等、個々のメディアへの変換も可能となってい
る。したがって、放送サービスのコンテンツとネットワーク上のコンテンツとを連携させ
ることが期待される。例えば、放送されているコンテンツや関連するコンテンツをインタ
ーネットを介してアクセス可能にし、事後的に情報端末や携帯電話機、カーナビゲーショ
ンシステム等を用いて閲覧できるようにすることが望まれる。
【０００４】
　しかし、たとえ本来のコンテンツが放送サービスに関連するものでも、ユーザがインタ
ーネットを介してコンテンツを閲覧する限り、そのコンテンツにアクセスするには、イン
ターネット上の検索エンジンを用いるか、放送での告知によりＵＲＬなどに代表されるア
ドレスをユーザみずから指定する必要がある。従来は、放送サービスで送られてくる情報
を有効に利用できず、放送サービスと通信サービスとを連携させることができなかった。
【０００５】
　本発明者は、以上の事情を考慮して、電波またはＣＡＴＶ等の放送サービスにより放送
された番組の情報と通信ネットワーク上のコンテンツ例えばインターネット上のコンテン
ツとをシームレスにリンクし、かつ放送された情報および関連情報へのアクセスを検索や
アドレスの入力行為を行わずに行なえるようにする情報提供技術を提案している（特願２
０００－２２７８８３。本件出願時において未公開技術）。
【０００６】
　ここでは、この提案について簡単に説明しておく。この提案の具体的な構成では、放送
されるコンテンツ内に、そのコンテンツを一意に識別可能とする識別子を含ませる。ユー
ザがそれに関する情報を望んだ時点において、クリック操作またはテレビリモコン等のボ
タンの操作で情報蓄積要求を指示する。この結果、コンテンツの識別子と情報蓄積要求を
指示したユーザの識別子とがネットワークを通じてサーバ側に伝送され、情報蓄積要求を
指示したユーザの識別子で一意に決定される仮想的なディレクトリにコンテンツの識別子
が蓄積されていく。放送されたコンテンツは、前もって、あるいはユーザの蓄積要求に基
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づいて蓄積されている。ユーザが情報閲覧を要求すると、ユーザの識別子に基づいてコン
テンツの識別子が取り出され、これに基づいて、移動体通信端末やインターネットに接続
可能な端末に対して適応した形式に変換された情報をユーザに供給する。この変換は情報
閲覧要求時に実行されてもよいし、予め実行されていてもよい。
【０００７】
　さらに、先の提案について具体的に説明する。この提案では、以下詳述するように、ク
リッピングセンタ２０（図１参照）に設けた情報コンテンツデータベース２２０にコンテ
ンツを保管し（例えばＸＭＬ文書により保管）、このコンテンツを放送用コンテンツに変
換して放送設備１０で放送する。ユーザは放送番組を視聴してその番組をクリッピングセ
ンタ２０に「マーク」指示する。クリッピングセンタ２０は、「マーク」した番組に対応
するコンテンツをユーザ特定情報に関連付けて登録する。この後、ユーザが情報閲覧を要
求すると、ユーザの情報端末の仕様に合致したフォーマットに変換されたコンテンツが、
ユーザの情報端末に供給される。
【０００８】
　なお、ここではつぎのことを前提としている。もちろん、このような前提は単なる事例
にすぎず、種々の構成を採用できる。
（１）放送に使用される伝送路はＢＳ（放送衛星）デジタルとする（地上波アナログ、地
上波デジタル等にも応用は可能）。
（２）放送されるコンテンツはＢＭＬ（ブロードキャストマークアップ言語）で記述され
るものとし、放送コンテンツと呼称し、ユニークな識別子を有する。またこの識別子は情
報コンテンツデータベース２２０（後述）内のデータと同期しているものとする。
（３）放送受信機はＴＣＰ／ＩＰ、ＨＴＴＰのプロトコルスタックが使用可能とする。（
回線のみ、無手順であっても可能）
（４）移動体端末についてはｉ－ｍｏｄｅ（エヌ・ティー・ティー移動体通信網株式会社
の商標）端末を事例に使用する。
（５）放送を視聴する放送受信機はテレビ受像機と呼称する。
（６）「個人識別情報または端末識別情報」を単に識別情報と呼称する。
（７）マークとは番組情報を取得するために指定する行為とする。
【０００９】
　図１は、先の提案の構成を全体として示しており、この図において、情報提供システム
は、放送局の放送設備１０およびクリッピングセンタ２０を含んで構成されている。放送
設備１０およびクリッピングセンタ２０は専用線サービス、ＩＰ網サービス、仮想ＬＡＮ
サービス等の通信回線７０を用いて接続されている。両者を同一サイトに置き、ＬＡＮ接
続してもよい。放送設備１０は、ＢＳデジタルテレビジョン放送サービスを提供するもの
である。もちろん、地上波放送、通信衛星放送、有線放送サービスを提供するものでもよ
く、その放送内容もテレビ、ラジオ、データ、複合形態のいずれでもよい。また放送信号
の形態もデジタルでもよいし、アナログでもよい。ユーザ（視聴者）は例えば自宅（受信
設備６０）においてテレビ受像機６００を用いて放送信号を受信して再生する。テレビ受
像機６００は、セットトップボックス、テレビ受像機能付き情報端末等でもよい。ユーザ
は放送された番組を、クリッピングセンタ２０を用いて自分のアカウントにマークするこ
とができる。この後、ユーザは携帯端末（携帯電話機３００、ナビゲーションシステム４
００等）を用いて任意の場所からクリッピングセンタ２０にアクセスし、マークした番組
を閲覧することができる。ネットワークに接続された据え置き型のパーソナルコンピュー
タ（図示しない）等の固定情報端末を用いて閲覧することもできる。
【００１０】
　放送設備１０は、放送信号送出装置１００、放送コンテンツを記憶する外部記憶装置１
１０、放送番組の編成を行なう編成装置１２０等を有している。
【００１１】
　クリッピングセンタ２０は、クリッピングサーバ２００、情報コンテンツデータベース
２２０、ユーザ情報データベース２３０、ユーザコンテンツサーバ２４０等を有している
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。情報コンテンツデータベース２２０は例えばＸＭＬで記述されたコンテンツを保持して
おり、クリッピングサーバ２００または他のサーバが、ＸＳＬＴ等を用いて、前述のＸＭ
Ｌのコンテンツを、他のメディアのＸＭＬ、ＢＭＬ、ＨＴＭＬ、ＣＨＴＭＬ、ＷＭＬ、Ｍ
ＭＬ、ＨＤＭＬ等のフォーマットに変換する。ＢＭＬフォーマットに変換されたコンテン
ツは放送設備１０に送られ放送コンテンツとして外部記憶装置１１０に記憶される。また
、携帯電話機やナビゲーションシステムの各文書フォーマットに変換されたコンテンツが
ユーザコンテンツサーバ２４０に保管される。
【００１２】
　クリッピングセンタ２０のクリッピングサーバ２００は、種々のサービスを提供し、例
えば、図２に示すようにコマンド受付部２０１、端末調査部２０２、メニュー作成部２０
４、コンテンツ変換部２０３を有している。
【００１３】
　受信設備６０のテレビ受像機６００は、放送信号を受信して再生するとともに、通信機
能を有しており、クリッピングセンタ２０にマーク要求等を送信することができる。
【００１４】
　図３はテレビ受像機６００を制御するリモコン６１０を示しており、このリモコン６１
０はテレビ受像機６００を制御するためのキーを具備し、例えば赤外線を用いて制御信号
をテレビ受像機６００に送信する。微弱電波チャネル例えばＢｌｕｅＴｏｏｔｈ（商標）
を用いて制御信号をテレビ受像機６００に送信してもよい。このリモコン６１０はコンテ
ンツをマークするために「マーク」ボタン６１１を有している。この「マーク」ボタンの
操作に基づいて所定の制御信号がテレビ受像機６００に送られ、テレビ受像機６００の送
信機能がクリッピングセンタ２０にマーク要求を行なう。なお、リモコン６１０が通信機
能を有し、リモコン６１０からクリッピングセンタ２０にマーク要求等を送信するように
してもよい。マーク要求は回線網８０を介してクリッピングサーバ２００のコマンド受付
部２０１に送られる。例えばＴＣＰ／ＩＰ接続によりＨＴＴＰプロトコルで送られる。こ
の回線網は、クリッピングセンタ２０がどのような公衆網に接続されるかにより異なる。
回線網８０は、移動体通信の運営会社が提供するパケット交換網の場合もあるし、移動体
通信または固定電話の通話網の場合もあるし、インターネットの場合もあるし、プライベ
ートな通信網の場合もある。
【００１５】
　携帯電話機３００やカーナビゲーションシステム４００は回線網８０を介してクリッピ
ングセンタ２０に接続することができる。携帯電話機３００は図４に示すように情報閲覧
要求を行なう「情報」ボタン３０２を有しており、この「情報」ボタン３０２を操作する
ことにより情報閲覧をクリッピングセンタ２０に送り、所望の情報を閲覧することができ
る。これについては図７を参照して後に詳述する。カーナビゲーションシステム４００に
も同様なボタンを設けて情報閲覧要求を行なうことができる。もちろん、メニューを表示
・操作して要求を行なってもよい。なお、図４の携帯電話機３００に「マーク」ボタン３
０１を設けて「マーク」操作を行なうようにしてもよい。
【００１６】
　つぎにこの構成の動作について説明する。
【００１７】
　まず、図２を参照して動作の概要について説明しておく。図２において、まず、情報コ
ンテンツデータベース２２０から放送を行なうコンテンツが取り出され放送設備１０に送
られ（図１）、同時にクリッピングサーバ２００のコンテンツ変換部２０３により携帯端
末等のフォーマットに変換されてユーザコンテンツサーバ２４０に保管される（Ｘ０）。
ユーザ（視聴者）は受信設備６０においてテレビ受像機６００を用いてテレビ放送を視聴
する。ユーザはテレビ放送の番組をマークするときにはリモコン６１０のマークボタン６
１１（図３）を操作する。そうすると、テレビ受像機６００は、ＴＣＰ／ＩＰでクリッピ
ングセンタ２０のクリッピングサーバ２００と接続し、ＨＴＴＰを用いて識別情報および
番組識別子をクリッピングサーバ２００に送信する（Ｘ１）。クリッピングセンタ２０の
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ユーザ情報データベース２３０にはユーザまたは利用端末ごとにアカウント（エントリ）
が設けられている。ユーザのマーク操作に応じてその識別情報および番組識別子が送信さ
れてくると、識別情報に対応するアカウントに番組識別子が登録される（Ｘ２）。ユーザ
情報データベース２３０は例えば図８に示すようなデータをマーク操作ごとに記憶する。
なお、図８の「ユーザ識別子」は個人識別情報（個人識別子ともいう）または端末識別情
報（端末識別子ともいう）である。つぎにユーザが携帯電話機３００を用いて閲覧要求を
クリッピングサーバ２００に送信すると、コマンド受付部２０１がこれを受け付ける（Ｘ
３）。そしてクリッピングサーバ２００から携帯電話機３００にメニュー表示やコンテン
ツが送信される（Ｘ４）。なお、端末調査部２０２がユーザの端末の種類を判別してそれ
に合致したメニューおよびコンテンツを送信する。
【００１８】
　図５は、コンテンツ生成および番組編成の動作を示している。図５において、コンテン
ツ変換部２０３は、情報を管理しているコンテンツデータベース２２０からＸＭＬファイ
ルを取得し（Ｓ１０００）、放送コンテンツを生成する段階で、当該放送コンテンツに付
与される番組を一意に特定する識別子および放送コンテンツを生成する（Ｓ１００１）。
また他のメディアに合致したコンテンツを生成する（Ｓ１００２）。さらに、生成された
放送コンテンツは外部記憶装置（放送コンテンツデータベース）１１０に格納される。ま
た端末別（携帯電話、移動体通信端末など）に対応したコンテンツを、番組を一意に特定
する識別子と関連付けてユーザコンテンツサーバ２４０に格納する（Ｓ１００４）。
【００１９】
　図６は、視聴者（ユーザ）がマーク操作を行なったときの動作を示す。図６において、
視聴者は図２のテレビ受像機６００で、放送番組を視聴中（Ｓ２０００）に当該番組情報
を取得したいと考えたときに、リモコン６１０が持つマークボタン６１１（図３）または
携帯電話機３００が持つマークボタン３０１（図４）を操作し（Ｓ２００１）、当該番組
の番組情報をマークするためにクリッピングサーバ２００内のコマンド受付部２０１に命
令を送る（Ｓ２００２）。クリッピングサーバ２００内のコマンド受付部２０１は、マー
クの要求により送られてくる、ユーザを識別する識別子（ユーザ識別子、個人識別子、端
末識別子ともいう）および番組（コンテンツ）を特定する識別子（番組識別子またはコン
テンツ識別子ともいう）を受け取り、ユーザ情報データベース２３０に例えば図８に示す
ようなフォーマットで格納する。こうして番組の識別子がユーザ別に格納管理される（Ｓ
２００３）。
【００２０】
　図７は、マークした番組を閲覧するときの動作を示している。図７において、指定した
番組の情報を携帯電話機等から閲覧したいユーザは、携帯電話機３００の情報ボタン３０
２（図４）を押下することによって、または回線接続可能なテレビ受像機６００に付属の
制御機器であるリモコン６１０の同様なボタン（図示しない）を押下することによってク
リッピングサーバ２００内のコマンド受付部２０１に、表示要求命令を送信する（Ｓ３０
０１）。命令を受けたクリッピングサーバ２００内のコマンド受付部２０１は、クリッピ
ングサーバ２００内の端末調査部２０２により、命令発信元の端末種およびユーザを特定
する識別子または端末を特定する識別子を取得し（Ｓ３００２）、ユーザ情報データベー
ス２３０内に保管されているユーザ情報からクリッピングサーバ２００内のメニュー作成
部２０４で、ユーザがマークした情報の一覧を表示するメニュー表示コンテンツを作成し
（Ｓ３００３）、メニュー表示コンテンツを携帯電話機３００または受信設備６０のテレ
ビ受像機６００に回線網８０を介して送信する。ユーザは表示されたメニューから内容を
閲覧したいものを選択し、希望の情報を閲覧することができる（Ｓ３００４）。なお、ユ
ーザ識別子（個人識別子、端末識別子）はユーザ側から明示的に入力して送信してもよい
し（予め設定したユーザ識別子を記憶して自動的に送信してもよい）、また呼設定等の手
続において制御メッセージ中に含まれていてもよい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００２１】
　ところで、上述の提案において、クリッピングサービスを受けるユーザにとって、番組
関連情報（放送コンテンツおよび関連コンテンツ）を取得するためには、それに対応する
番組を視聴する必要が生じる。一方、放送された番組の番組関連情報はクリッピングサー
バ上に存在する。ユーザが欲する情報をより多く提供するためには、番組を視聴していな
くても、何らかの方法で本来欲する番組関連情報をユーザが取得できるようにすることが
好ましい。
【００２２】
　また、クリッピングサービスを受けているユーザ自身が、公開していもよいと考えてい
るコンテンツを登録することにより、それらのコンテンツを、別のユーザが受け取れるよ
うにすることは、サービス全体の向上を実現する。また、別の場所に存在する同様の機能
をもつサーバとデータの同期をとることにより、より多くの情報をユーザに提供できるよ
うにすることがサービスの向上には好ましい。
【００２３】
　また、多くのユーザが本サービスを利用する場合において、ユーザ情報を管理してるサ
ーバから、ある属性に対してユーザ情報から属性に関する情報を放送局等の一次コンテン
ツプロバイダにフィードバックすることにより、それらの情報を、放送番組や付随するコ
ンテンツの制作に役立てることが好ましい。
【００２４】
　この発明は、以上の事情を考慮してなされたものであり、ユーザの公開コンテンツをよ
り広範囲に利用できるようにする情報提供技術を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　この発明によれば、上述の目的を達成するために、特許請求の範囲に記載の通りの構成
を採用している。ここで、発明を詳細に説明する前に、特許請求の範囲の記載について補
充的に説明を行なっておく。
【００２６】
　以下説明される実施例では、クリッピングサービスを受けているユーザが予めキーワー
ドを登録する。番組関連情報がキーワードに合致した場合には、クリッピングサーバが当
該ユーザにかわってその番組関連情報をマークする。また、ユーザ（便宜上ユーザＡとす
る）は、ユーザ自身が公開していもよいと考える自分のコンテンツをクリッピングサーバ
に登録する。登録したコンテンツが、別のユーザ（ユーザＢとする）があらかじめ登録し
たキーワードに合致する場合には、アクセスまたはクリッピングサーバからユーザに告知
することによって、キーワードに合致したコンテンツをユーザＢが取得できるようにする
。さらに、キーワードに合致する情報をより多くするために、別のクリッピングサーバと
の情報コンテンツデータベースのデータを互いに補完し、データの同期を行う。このよう
にして、別のクリッピンサーバにある情報をユーザが引き出すことができるようにする。
【００２７】
　さらに本発明を説明する。この発明とともに用いられる放送情報利用技術によれば、上
述の目的を達成するために、情報提供装置に：放送信号に含まれる放送コンテンツまたは
上記放送コンテンツに関連する関連コンテンツを、上記放送コンテンツまたは上記関連コ
ンテンツを特定するコンテンツ特定情報に関連付けて記憶するコンテンツ記憶手段と；ユ
ーザ装置から送信されてくる関連付け要求であって、ユーザ特定情報およびコンテンツ特
定情報を含み、上記ユーザ特定情報により特定されるユーザアカウントに上記コンテンツ
特定情報により特定されるコンテンツを関係付けるよう要求する関係付け要求を、受信す
る手段と；上記関連付け要求に基づいて上記ユーザ特定情報により特定されるユーザアカ
ウントに上記コンテンツ特定情報により特定されるコンテンツを関連付ける手段と；ユー
ザ装置から送信されてくるキーワード登録要求に基づいて該当するユーザアカウントに対
してキーワードを登録する手段と；上記ユーザアカウントに対して登録されているキーワ
ードを用いて上記放送コンテンツおよび関連コンテンツを検索する手段と；検索により特
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定されたコンテンツを当該ユーザアカウントに関連付ける手段と；ユーザ装置から送信さ
れてくるコンテンツ送信要求に基づいて対応するユーザアカウントに関連付けられている
コンテンツを、上記コンテンツ記憶手段から取り出して、上記ユーザ装置に送信する手段
とを設けるようにしている。
【００２８】
　この構成においては、自ら放送番組を視聴しなくても、キーワードを登録することによ
り所望の放送コンテンツや関連コンテンツをクリップすることができる。
【００２９】
　ユーザアカウントはユーザごとに１または複数個割当てられる。ユーザは使用端末（携
帯電話機、ナビゲーションシステム、通常の情報端末）ごとにあるいは目的別にアカウン
トを取得してもよい。放送コンテンツ等をユーザアカウントに関連付けるには、放送コン
テンツ等に割り当てられたコンテンツ識別子をユーザアカウントに登録する。
【００３０】
　関連付け要求のユーザ特定情報は、ユーザＩＤ、ユーザ装置例えば携帯電話機の加入者
番号、加入者番号にサブアドレスや制御コードを加えたもの、ＩＰアドレス、通信装置に
物理的に登録された番号例えばＭＡＣアドレス等である。加入者番号は発信者番号通知サ
ービスにより提供されてもよい。加入者網で関連付け要求を行なう場合にはユーザ特定情
報やコンテンツ特定情報の少なくとも一部を呼設定メッセージに含ませて送信してもよい
。ユーザアカウントはユーザ特定情報と一対一に対応付けられていてもよいし、一対多に
対応付けられていてもよい。また、１つのユーザ特定情報で複数のユーザアカウントを同
様に扱うようにしてもよい（複数のユーザアカウントに同時に登録できる）。ユーザアカ
ウントは、システム上必ずしも「ユーザアカウント」として管理されている必要はなく、
例えば、ユーザ特定情報例えばユーザ識別子として管理されていてもよい。
【００３１】
　関連付け要求のコンテンツ特定情報は、コンテンツ識別子であってもよいし、コンテン
ツの放送時刻および放送チャネルであってもよい。放送時刻は、放送サイトから放送信号
により放送信号受信サイトに送られてもよいし、放送信号受信サイトのクロックで計時し
てもよいし、コンテンツ管理サイトのクロックで計時してもよい。放送信号受信サイトの
クロックやコンテンツ管理サイトのクロックを用いる場合には放送側のクロックと同期す
ることが好ましい。関連付け要求がコンテンツ管理サイトに送られてきた時、コンテンツ
管理サイトのクロックがこれを計時し、コンテンツの放送時刻と扱えば、コンテンツ特定
情報として時刻情報を送る必要がなくなる。
【００３２】
　コンテンツの放送時刻を放送局サイトから放送信号受信サイトに送る場合に、コンテン
ツに付随して送ってもよいし、コンテンツの一部として送ってもよい。コンテンツに付随
して識別情報を送る場合には、例えば、特開平１０－５１７５２号公報に記載されるよう
なコンテンツのボディに付随するエレメントとして記述することができる。またコンテン
ツの一部として送る場合には、ＸＭＬ（拡張可能マークアップ言語）のタグを用いたり、
ＨＴＭＬ（ハイパーテキストマークアップ言語）のメタタグ等を用いたりすることができ
る。
【００３３】
　放送信号は、テレビジョン放送でも、ラジオ放送でもよい。デジタル放送でもアナログ
放送でもよい。伝送チャネルは、地上波でもよいし、衛星を用いたものでもよいし、有線
（ケーブルＴＶ）を用いたものでもよい。
【００３４】
　放送コンテンツは例えばＢＭＬのコンテンツである。放送コンテンツに関連する関連コ
ンテンツは放送されるコンテンツ例えば音声や映像データに関連してその内容を記述する
文書（ＨＴＭＬ文書）やデータ（電話番号、地図情報、ＵＲＬ等である）である。
【００３５】
　関係付け要求は、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルにより送信してもよいし、通常の通話のプロ
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トコルにより送信してもよい。ＴＣＰ／ＩＰプロトコルによる場合にはＨＴＴＰ等種々の
アプリケーションを利用できる。通信網としてはインターネットを利用してもよいし、プ
ライベートなＩＰ網を利用してもよいし、通信網の運営会社が提供するパケット網等を用
いてもよい。通話を用いる場合にはＭＦＴ信号等の制御信号を用いることができる。ＣＴ
Ｉ（コンピュータテレフォニーインテグレーション）を用いてもよい。
【００３６】
　関係付け要求は、放送信号の受信装置（受信機能付きの情報端末を含む）、その遠隔制
御装置（リモコン）、固定電話機、携帯電話機等を用いて行なうことができる。宛先は、
例えば、加入者番号やＩＰアドレスにより特定される。
【００３７】
　コンテンツの送信要求も、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルにより送信してもよいし、通常の通
話のプロトコルにより送信してもよい。ＴＣＰ／ＩＰプロトコルによる場合にはＨＴＴＰ
等種々のアプリケーションを利用できる。通信網としてはインターネットを利用してもよ
いし、プライベートなＩＰ網を利用してもよいし、通信網の運営会社が提供するパケット
網等を用いてもよい。通話を用いる場合にはＭＦＴ信号等の制御信号を用いることができ
る。ＣＴＩを用いてもよい。
【００３８】
　この発明によれば、上述の目的を達成するために、情報提供装置：ユーザ装置から送ら
れてくる公開コンテンツ登録要求を受信する手段と；上記コンテンツ登録要求に基づいて
上記ユーザ装置に保持されている公開コンテンツを登録する手段と；ユーザ装置から送信
されてくるキーワード登録要求に基づいて該当するユーザアカウントに対してキーワード
を登録する手段と；登録されている公開コンテンツを上記キーワードを用いて検索する手
段と；検索により特定された公開コンテンツを、上記ユーザアカウントに関連付ける手段
と；ユーザアカウントに関連付けられた公開コンテンツのリストを該当するユーザ装置へ
送信する手段とを設けるようにしている。
【００３９】
　この構成においては、予めキーワードを登録しておけば公開コンテンツを簡易に取得で
きる。
【００４０】
　公開コンテンツ登録要求を行うユーザ装置は、一般ユーザのユーザ装置でもよいし、放
送局等の情報提供者のユーザ装置でもよい。公開コンテンツ登録要求を、自動的に行うよ
うにしてもよい。例えば、所定の条件を満たすコンテンツをすべて公開コンテンツとして
登録してもよい。
【００４１】
　なお、この発明は装置またはシステムとして実現できるのみでなく、方法としても実現
可能である。また、そのような発明の一部をソフトウェアとして構成することができるこ
とはもちろんである。またそのようなソフトウェアをコンピュータに実行させるために用
いるソフトウェア製品（記録媒体）もこの発明の技術的な範囲に含まれることも当然であ
る。
【発明の効果】
【００４２】
　以上説明したように、この発明によれば、他のユーザの公開コンテンツを簡易かつ確実
に入手することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　以下、この発明の実施例について説明する。なお、この実施例の多くの部分は図１の構
成と同様であるので、異なる部分を中心に説明する。また、図１と対応する部分について
は対応する符号を付す。
【００４４】
　図９は、この実施例の情報提供システムの要部を示している。放送設備１０、受信設備
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６０、携帯電話機３００、４００等は図１と同様であり、図９では示されていない。図９
において、情報端末５００が回線網８０を介してクリッピングセンタ２０に接続されてい
る。情報端末５００はパーソナルコンピュータ、ワークステーションその他種々の情報端
末である。情報端末５００は、自動的にクリップを行うコンテンツを特定するキーワード
を登録したり、保有しているコンテンツの公開を登録したりするものである。クリッピン
グセンタ２０は、図１と同様に、クリッピングサーバ２００、情報コンテンツデータベー
ス２２０、ユーザ情報データベース２３０、ユーザコンテンツサーバ２４０等を有してい
る。情報コンテンツデータベース２２０は例えばＸＭＬで記述されたコンテンツを保持し
ており、クリッピングサーバ２００または他のサーバが、ＸＳＬＴ等を用いて、前述のＸ
ＭＬのコンテンツを、他のメディアのＸＭＬ、ＢＭＬ、ＨＴＭＬ、ＣＨＴＭＬ、ＷＭＬ、
ＭＭＬ、ＨＤＭＬ等のフォーマットに変換する。ＢＭＬフォーマットに変換されたコンテ
ンツは放送設備１０（図１）に送られ放送コンテンツとして外部記憶装置１１０（図１）
に記憶される。また、携帯電話機やナビゲーションシステムの各文書フォーマットに変換
されたコンテンツがユーザコンテンツサーバ２４０に保管される。
【００４５】
　クリッピングセンタ２０のクリッピングサーバ２００は、種々のサービスを提供し、例
えば、図２を参照して説明したように、コマンド受付部２０１、端末調査部２０２、メニ
ュー作成部２０４、コンテンツ変換部２０３を有している。
【００４６】
　図１０は、クリッピングサーバ２００の機能部分のうち、キーワード検索、公開コンテ
ンツ登録のサービスを実行する部分をとくに説明するものであり、この図において図２と
対応する箇所には対応する符号を付す。図１０において、情報端末５００のキーワード登
録部５０１は、自ら放送プログラムを視聴しなくとも放送コンテンツや関連コンテンツを
クリップするためのキーワードを登録するものである。情報端末５００の公開コンテンツ
登録部５０２は、自分が保持しているコンテンツのうち公開を希望するもの（公開コンテ
ンツ）をクリッピングセンタ２０に登録するものである。情報端末５００のキーワード登
録部５０１や公開コンテンツ登録部５０２は、例えば、ウェブブラウザにより構成でき、
例えば、クリッピングサーバ２００側に保持されたキーワード登録用のウェブページや公
開コンテンツ登録用のウェブページを用いて登録を行う。キーワード検索部２０５は、放
送コンテンツ、関連コンテンツ、公開コンテンツを対象にキーワード検索を行うものであ
る。通知部２０６は、検索により取得した情報を通知するものである。
【００４７】
　図１１は、キーワードの登録の動作を示しており、この図において、コマンド受付部２
０１は情報端末５００のキーワード登録部５０１から回線網８０を通して、キーワード登
録要求、キーワードとユーザの識別子を受け付け（Ｓ４００１）、ユーザの識別子に基づ
いてユーザ情報データベース２３０に受け付けたキーワードをユーザ別に登録する（Ｓ４
００２）。またキーワード登録時にキーワードに合致した番組関連情報または公開コンテ
ンツがすでに存在または後に発生した時点でユーザに告知するかどうかをユーザ情報デー
タベース２３０に登録する（Ｓ４００３）。
【００４８】
　図１２は、公開コンテンツの登録の動作を示しており、この図において、コマンド受付
部２０１は情報端末５００の公開コンテンツ登録部５０２から回線網８０を通して、公開
コンテンツ登録要求、キーワード、公開コンテンツのアドレス（ユーザのシステムのネッ
トワークアドレスおよびユーザのシステムにおけるパス）を受け付け（Ｓ５００１）、情
報コンテンツデータベース２２０に公開コンテンツを登録する（Ｓ５００２）。なお、ユ
ーザは公開コンテンツのコピーをクリッピングセンタ２０に転送するようにしてもよい。
この場合、公開コンテンツのアドレスはクリッピングセンタ２０におけるアドレスである
。
【００４９】
　図１３は、キーワード検索時の動作を示しており、この図において、キーワード検索部
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２０５は日次などの適宜な時間間隔で、ユーザコンテンツサーバ２４０から、ユーザ個別
に登録されたユーザ情報データベース２３０内のキーワードで検索を行い（Ｓ６００１）
、キーワードに合致した番組関連情報または公開コンテンツが存在した場合には、ユーザ
情報データベース２３０内のキーワードを登録したユーザのユーザ情報に、合致した情報
を追加する（Ｓ６００２、Ｓ６００３）。また、告知を要求していた場合にはｍａｉｌ等
により告知を行う（Ｓ６００４、Ｓ６００５）。
【００５０】
　図１４は、番組関連情報または公開コンテンツを取得する動作を示している。図１４に
おいて、ユーザは、告知に基づいて、あるいは自らの意思に基づいて、クリッピングサー
バ２００にアクセスする（Ｓ７００１）。クリッピングサーバ２００はユーザのアカウン
トに基づいてメニューを生成してユーザ装置に送信する。ユーザはメニューを閲覧する（
Ｓ７００２）。ユーザに表示されるメニュにより、登録したキーワードに合致したコンテ
ンツの存在が確認される。この後、ユーザの指示に基づいてコンテンツ閲覧要求がクリッ
ピングサーバ２００に送られ、クリッピングサーバ２００に蓄積されている番組関連情報
や公開コンテンツまたはユーザの情報端末５００に蓄積されている公開コンテンツが、回
線網８０を介して情報端末５００の公開コンテンツ受信部５０３に送られる（Ｓ７００３
）。公開コンテンツがユーザの情報端末５００にある場合には公開コンテンツ送信部５０
４が公開コンテンツを他のユーザの情報端末５００の公開コンテンツ受信部５０３へ送る
。公開コンテンツの送受信は種々のプロトコル、例えばファイルトランスファプロトコル
で実行することができる。
【００５１】
　以上のようにして、放送で視聴した情報だけでなく、キーワードにより、視聴していな
い番組の番組関連情報や同サービスを受けているユーザグループ内に存在するコンテンツ
を取得できる。
【００５２】
　図１５は、クリッピングサーバ２００の機能部分のうち、とくに他のクリッピングサー
バとデータの同期をとる部分を説明するものであり、この図において図２と対応する箇所
には対応する符号を付す。図１５において、クリッピングサーバ２００は更新タイマ部２
０７および情報コンテンツ同期部２０８を有している。なお、複数のクリッピングサーバ
２００を区別するために便宜上Ａ、Ｂ等のサフィックスを用いる。クリッピングサーバ２
００の各構成部分についても同様である。
【００５３】
　図１６は、クリッピングセンタ間のデータ同期の動作を示しており、この図において、
更新タイマ部２０７は日次などの予め定められた適当な時間間隔で、情報コンテンツ同期
部２０８に更新時間がきたことを通知する（Ｓ８００１）。通知された情報コンテンツ同
期部２０８は別のクリッピングサーバ２００Ａに回線等を通して接続し、情報コンテンツ
同期部２０８が情報コンテンツ同期部２０８Ａと通信し（Ｓ８００２）、情報コンテンツ
同期部２０８Ａは情報コンテンツデータベース２２０Ａを検索することにより、新規コン
テンツが存在するかどうかを確認する（Ｓ８００３）。存在した場合には、自サーバ内に
それらの情報を取り込み、情報コンテンツデータベース２２０に格納する（Ｓ８００４）
。次に情報コンテンツ同期部２０８は同２０８Ａに対して、以前のコンテンツが更新され
たかどうかを問合せ、情報コンテンツ同期部２０８Ａは情報コンテンツデータベース２２
０Ａを検索することにより更新されたコンテンツが存在するかどうかを確認する（Ｓ８０
０５）。更新されたコンテンツが存在する場合には自サーバ内にそれらの情報を取り込み
、情報コンテンツデータベース２２０に格納する（Ｓ８００６）。
【００５４】
　これにより、ユーザが利用しているサーバ以外に、有効な情報が存在する場合には、そ
れらの情報もユーザに提供されることになり、サービスの向上が図れるようになる。
【００５５】
　図１７は、図１のクリッピングセンタの構成のうちとくにユーザのクリップ状況のマイ
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ニングに関連する部分をとくに取り出して示すものであり、また図１８はクリッピングサ
ーバ２００の機能部分のうち、とくにマイニングに関連する部分を説明するものである。
これらの図において、図１および図２と対応する箇所には対応する符号を付す。図１７お
よび図１８において（とくに図１８を参照する）、クリッピングサーバ２００はマイニン
グに関連してマイニング処理タイマ部２０９、マイニング処理要求受付部２１０、マイニ
ングデータ生成部２１１を有している。
【００５６】
　図１９はクリッピングサーバ２００のマイニングの動作を説明するものであり、この図
において、マイニング処理タイマ部２０９は日次などの適当な時間間隔でマイニング処理
要求受付部２１０に処理要求を出す（Ｓ９００１、Ｓ９００２）。また、マイニング処理
要求受付部２１０は、回線等を通して外部からも処理要求を受け付ける。処理要求を受け
付けたマイニング処理要求受付部２１０は要求に含まれる、または、予めきめられた属性
をマイニングデータ生成部２１１に引渡し処理を起動し、マイニングデータ生成部２１１
は、ユーザ情報データベース内にあるデータを属性に従い処理し、データを抽出する（Ｓ
９００３）。抽出されたデータは、マイニングデータ生成部２１１において、要求に含ま
れるまたは予めきめられた所定の場所に格納される（Ｓ９００４）。
【００５７】
　これにより、放送局等の一次コンテンツプロバイダ（それに限らず）などのコンテンツ
を提供する側にユーザの嗜好等などの情報を手に入れることが可能となり、あらたなコン
テンツ開発のための貴重なデータ取得できる。
【００５８】
　なお、この発明は上述の実施例に限定されるものではなくその趣旨を逸脱しない範囲で
種々変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】この発明に関連する情報提供システムを全体として示すブロック図である。
【図２】上述情報提供システムの要部の構成を説明するブロック図である。
【図３】上述情報提供システムの携帯電話機３００の構成例を示す図である。
【図４】上述情報提供システムのテレビ受像機６００のリモコン６１０の構成例を示す図
である。
【図５】上述情報提供システムの動作を説明するフローチャートである。
【図６】上述情報提供システムの動作を説明するフローチャートである。
【図７】上述情報提供システムの動作を説明するフローチャートである。
【図８】上述情報提供システムのユーザ情報データベースを説明する図である。
【図９】この発明の実施例の情報提供システムの情報取得に関連する要部を示すブロック
図である。
【図１０】図９の要部の構成例を示すブロック図である。
【図１１】図９の情報提供システムの要部の動作を説明するフローチャートである。
【図１２】図９の情報提供システムの要部の動作を説明するフローチャートである。
【図１３】図９の情報提供システムの要部の動作を説明するフローチャートである。
【図１４】図９の情報提供システムの要部の動作を説明するフローチャートである。
【図１５】この発明の実施例の情報提供システムのデータ同期に関連する要部を示すブロ
ック図である。
【図１６】図１５の情報提供システムの要部の動作を説明するフローチャートである。
【図１７】この発明の実施例の情報提供システムのマイニングに関連する要部を示すブロ
ック図である。
【図１８】図１７の要部の構成例を示すブロック図である。
【図１９】図１７の要部の動作を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【００６０】
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１０　　　放送設備
２０　　　クリッピングセンタ
６０　　　受信設備
７０　　　通信回線
８０　　　回線網
１００　　　放送信号送出装置
１１０　　　外部記憶装置
１２０　　　編成装置
２００　　　クリッピングサーバ
２０１　　　コマンド受付部
２０２　　　端末調査部
２０３　　　コンテンツ変換部
２０４　　　メニュー作成部
２０５　　　キーワード検索部
２０６　　　通知部
２０７　　　更新タイマ部
２０８　　　情報コンテンツ同期部
２０９　　　マイニング処理タイマ部
２１０　　　マイニング処理要求受付部
２１１　　　マイニングデータ生成部
２２０　　　情報コンテンツデータベース
２３０　　　ユーザ情報データベース
２４０　　　ユーザコンテンツサーバ
３００　　　携帯電話機
３０１　　　マークボタン
３０２　　　情報ボタン
４００　　　カーナビゲーションシステム
５００　　　情報端末
５０１　　　キーワード登録部
５０２　　　公開コンテンツ登録部
５０３　　　公開コンテンツ受信部
５０４　　　公開コンテンツ送信部
６００　　　テレビ受像機
６１０　　　リモコン
６１１　　　マークボタン
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】
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